
2023～2024 年度 活動報告 

１ 比留間運送伊奈平産廃処理工場周辺における環境汚染調査 

 比留間運送伊奈平産廃処理工場調査団では、産廃処理工場の焼却炉及び廃プラ破砕工場からの周辺への影響調

査の一環として、2024 年2 月11 日（日）、東京都武蔵村山市伊奈平比留間運送産廃処理工場周辺の側溝汚泥及び

針葉樹、広葉樹の葉っぱを採取し、検体試料を東京農工大府中キャンパスの東京農工大環境毒性学研究室（渡邉泉

教授）にて分析を実施していただきました。 

 その結果は、2024 年6 月7 日（金）に環境毒性学研究室にて報告をいただきました。（参考資料参照１、２） 

２ 10.4 環境省との意見交換会の開催 

2024 年10 月4 日（金）、比留間運送伊奈平産廃処理工場調査団では、山形県上山市の「山形県の環境と観光産

業を守る会」の方、世田谷清掃工場の松葉ダイオキシン調査を継続して実施しておられる世田谷区の住民の方、そ

して情報公開クリアリングハウスの方とご一緒に、大河原雅子衆議院議員による環境省との意見交換会に出席をさせ

ていただき、以下のような項目について意見交換を行いました。環境省の出席者は別紙です。 

2024 年10 月4 日 

廃棄物処理法に関する環境省への質問事項 

廃棄物処理法の改正を求める市民の会（準） 

呼びかけ人 藤原 寿和 

１ 廃棄物処理法に係る各種文書の開示について 

Q1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5 条に定める精密機能検査結果について、全文の公開を義

務付けるべきだと思いますが、一部の地方自治体においては部分開示しか行っていない実態が散見されます。こ

れは法令の本来の条文の目的及び趣旨から黒塗りもしくは白塗りは不適切だと思いますが、見解を明らかにしてく

ださい。 

Q2 前項と同様、廃棄物処理施設の事故等に関する情報についても全文公開を原則とすべきであると思いますが、

見解をお伺いします。 

Q3 廃棄物焼却施設（エネルギー回収施設及び溶融施設を含む。以下同じ。）の排ガス中の水銀濃度については、

排出基準値が設けられましたが、その計測結果については、ダイオキシン類と異なって公表が義務付けられてな

いと思いますが、その理由についてご説明をお願いします。 

２ 廃棄物処理法の改正について 

Q4 廃棄物の焼却処理や埋め立てによる最終処分について、環境省では、将来的に（2050 年）禁止となるロードマッ

プを描いていると理解していますが、間違いはないでしょうか。 

Q5 前項の質問について、一定の猶予期間をおいて、出来る限り速やかに法令を改正して施行されるべきであると

思いますが、いかがお考えでしょうか。それが出来ないとすればなぜなのか、理由を明らかにしてください。 

Q6 廃棄物焼却施設からの排ガス中におけるダイオキシン類の測定頻度の増加及び常時モニタリング装置の設置

を欧米アジア各国の取り組みと同様、日本においても義務化するべきではないかと思いますが、なぜ施行されな



いのか、その理由を明らかにしてください。なお、国際的には200 近い都市で、廃棄物焼却施設にダイオキシン類

の常時モニタリング装置の設置とそれによるモニタリングが義務付けられています。 

Q7 廃棄物焼却施設からの排ガス中の有害金属類の規制について、現在の廃棄物処理法では水銀のみ排出基準

が設定されていますが、欧州EU のように複数の有害金属類についても法規制を行うべきではないかと思います

が、ご見解を伺います。 

（説明） ①一般廃棄物の焼却については、山形県上山市の川口地区エネルギー回収施設の操業に伴い、有害金属

類による広域の環境汚染とそれに起因すると思われる健康被害が近隣住民等に見られることから、実態把握調査を

環境省が山形県及び上山市並びに事業主体の広域事務組合の連携で行うとともに、排ガス中の有害金属類の法的

規制を少なくとも EU 規制に準じて義務付けるべきである。 

②産業廃棄物については、東京都武蔵村山市伊奈平で操業している比留間運送㈱伊奈平産廃処理工場（中間処

理）においても同様に工場周辺環境が有害金属類で著しく汚染されており、それに起因すると思われる近隣住民に深

刻な健康被害の発生が見られることから、一般廃棄物同様、産業廃棄物についても破砕・圧縮及び焼却処理につい

ては規制を行うべきである。 

Q8 水質汚濁防止法及び大気汚染防止法による直罰規定並びに都道府県及び政令市や中核市の条例による上乗

せ及び横出し規制条項の新設が必要であると思いますが、ご見解を伺います。 

３ 廃棄物焼却施設による環境汚染と健康被害の立証について 

Q9 廃棄物焼却施設からのダイオキシン類の排出が問題となった際、環境省では埼玉県所沢の産廃焼却施設や大

阪府能勢町の一般廃棄物焼却施設の周辺住民の陰膳調査を実施した結果、ダイオキシン類の耐容一日摂取量を

超過するおそれがあることから、このような焼却場周辺の地域住民は要観察が必要な集団（ハイリスク集団）である

と発表されたことがありました。今回の山形県上山市の一般廃棄物焼却施設及び東京都武蔵村山市伊奈平の産

廃処理工場からの重金属汚染と近隣住民の健康被害との因果関係については、その立証（挙証）責任を事業者及

び規制指導監督権限を有する都道府県知事及び政令市長等並びに国民の健康を守るための共同連帯責任があ

ると考える国（環境省等）が責を負うべきであると思料しますが、どの様な見解をお持ちでしょうか。 

以上 

（別紙） 

 

 



３ 10.7 都議会議員「産廃処理工場の重金属汚染問題」勉強会の開催 

 10 月7 日（金）、都議会議員の漢人あきこさん（グリーンな東京）の呼びかけで、午前10 時から都庁議会棟2 階談

話室３で以下の勉強会が開催されました。 

① 問題の概要について 

藤原寿和さん(化学物質問題市民研究会代表) 

② 周辺土壌の調査結果と評価、重金属汚染について 

渡邊 泉さん(東京農工大学教授 著書「重金属のはなし 鉄、水銀、レアメタル」) *オンライン 

 

 上記勉強会に先立って、漢人議員は東京都に対して、以下の質問書を提出していただいています。 

武蔵村山市の産業廃棄物処理施設の重金属汚染について 

 

武蔵村山市伊奈平の比留間運送が運営する産業廃棄物処理施設について、その排ガス等による周辺環境の汚

染と、それによる被害がこの間、繰り返し問題になり、武蔵村山市議会でもたびたび取り上げられてきました。この

問題で、今年6 月に示された東京農工大学環境毒性学研究室の調査結果では、処理施設周辺の側溝汚泥から

亜鉛、カドミウム、鉛などの重金属が高濃度で検出されています。 

こうした事態を踏まえ、以下、質問します。 

1 都は以下について把握していますか。また、それぞれどのような対応を取っていますか。都が取るべき、あるい

は取ることができる可能性のある対応について法的根拠とともに示してください。 

ア 以前から周辺への重金属汚染が指摘されてきたこと 

イ 昨年9 月の武蔵村山市議会で東京農工大学環境毒性学研究室による土壌検査によって高濃度の重金属汚

染が確認されたことが指摘され、市が「都と連携して対処する」と答弁したこと 

ウ 今年6 月に示された東京農工大学環境毒性学研究室による調査結果 

2 2014(平成 26)年度に当該施設の排ガス中ダイオキシン濃度が規制基準を超え、都からの改善指導がなされた

と聞いています。 

ア 規制違反の内容とそれに対する指導、改善の経緯を示してください。 

イ 同施設の排ガス中ダイオキシンは、この年以外にも基準をこそ越えなかったものの一貫して高い濃度が確認

されています。焼却施設の能力、安全対策、維持管理にかかる課題が懸念されます。ダイオキシンを含む排

ガス対策について、この間、都として指導した経緯があれば示してください。 

3 排ガス対策の他、同施設の維持管理に関して都が行った改善指導があれば、その概要を示してください。 

4 排ガス中の重金属類について、法令・条例で定められている規制があれば、その概要を示してください。 

5 産業廃棄物処理施設としての現在の許可状況を伺います。また、昨年 12 月のダイオキシン検査が、「故障の

ため」延期となり、その後、操業停止状態にあると聞いています。経過と現状を伺います。 

6 事故報告書を開示請求したところ、3 年前には写真・図面等もすべて開示されたにもかかわらず、2023(令和 5)

年 6 月 26 日の開示ではほぼ非公開(白塗り)となっています。その理由を伺います。 

 


